
中古住宅・リフォームトータルプラン中古住宅 リフォ ムト タルプラン
参考資料（データ、制度概要等）

平成２４年３月平成２４年３月



目次

（１）新成長戦略等 P 2（１）新成長戦略等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.2

（２）中古住宅・リフォーム市場を取り巻く状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.6（２）中古住宅 リフォ ム市場を取り巻く状況 P.6

（３）中古住宅流通・リフォーム市場の現状と課題・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.11

（４）市場の環境整備に向けた取組・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.47

・不動産の取引価格情報提供制度の概要・・ ・・ ・P.48 ・指定流通機構（レインズ）の概要・・・・・・・・・・・・・・P.49
・不動産取引情報提供サイト（RMI）の概要 ・・・・P.50 ・東証住宅価格指数 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.51
・国際指針に基づく不動産価格指数の整備・・・・・P.52 ・既存住宅性能表示制度・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.53
・長期優良住宅・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.55 ・住宅履歴情報 ・・・・・・・ ・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.57
・定期借家制度・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.58 ・中古住宅流通・リフォームに係る瑕疵保険 ・・・・・ P.59  
・紛争処理体制 ・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.66 ・リフォーム事業者検索サイト ・・・ ・・・・・・・・・・・・・P.67 
リフォ ムの無料見積チ ク制度 P 71 弁護士等による無料専門家相談 P 72・リフォームの無料見積チェック制度・・・・・・・・・・・P.71 ・弁護士等による無料専門家相談 ・・・・・・・・・・・・・・P.72

・地方公共団体独自のリフォーム助成制度 ・・・・・P.73 ・リバースモーゲージ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.74
・民間金融機関におけるローンの例 ・・・・・・・・・・・P.75 ・平成２４年度における主な支援措置（予算・税） ・・P.77

1



新成長戦略等
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新成長戦略 （平成２２年６月１８日閣議決定）

２２ ７７つのつの戦略分野の基本方針と目標とする成果戦略分野の基本方針と目標とする成果２．２．７７つのつの戦略分野の基本方針と目標とする成果戦略分野の基本方針と目標とする成果
（４）観光立国・地域活性化戦略（４）観光立国・地域活性化戦略

～ストック重視の住宅政策への転換～～ストック重視の住宅政策への転換～
（中古住宅 流 市 市 等 境整備）（中古住宅の流通市場、リフォーム市場等の環境整備）

数世代にわたり利用できる長期優良住宅の建設、適切な維持管理、流通に至るシス
テムを構築するとともに、消費者が安心して適切なリフォームを行える市場環境の整
備を図る また 急増する高齢者向け 生活支援サ ビ 医療 福祉サ ビ と備を図る。また、急増する高齢者向けの生活支援サービス、医療・福祉サービスと一
体となった住宅の供給を拡大するとともに、リバースモーゲージの拡充・活用促進な
どによる高齢者の資産の有効利用を図る。さらに、地域材等を利用した住宅・建築物
の供給促進を図るの供給促進を図る。

これらを通じて、2020 年までに、中古住宅流通市場やリフォーム市場の規模を
倍増させるとともに、良質な住宅ストックの形成を図る。

《２１世紀の日本の復活に向けた２１の国家戦略プロジェクト》
13.中古住宅・リフォーム市場の倍増等

内需の要である住宅投資の活性化を促す。具体的には、これまでの新築重視の住宅
政策からストック重視の住宅政策への転換を促進するため、建物検査・保証、住宅履
歴情報の普及促進等の市場環境整備・規制改革、老朽化マンションの再生等を盛り込
んだ中古・リフォーム市場整備のためのトータルプランを策定する。（中略）

これにより、中古住宅流通市場・リフォーム市場を２０兆円まで倍増を図るととも
に、ネット・ゼロ・エネルギー住宅を標準的な新築住宅とすることを目指す。
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日本再生の基本戦略 （平成２４年１２月２４日閣議決定）

４．新成長戦略の実行加速と強化・再設計４．新成長戦略の実行加速と強化・再設計
（（２２））分厚い中間層の復活（社会のフロンティアの開拓）分厚い中間層の復活（社会のフロンティアの開拓）

③持続 能 活力あ 地域 形成③持続 能 活力あ 地域 形成③持続可能で活力ある国土・地域の形成③持続可能で活力ある国土・地域の形成

＜当面、重点的に取り組む主な施策＞
○中古住宅流通・リフォーム市場の拡大

（別紙２）各分野において当面、重点的に取り組む施策（別紙２）各分野において当面、重点的に取り組む施策

中古住宅売買やリフォ ムに関し 耐震性能や省エネ性能に関する情報中古住宅売買やリフォームに関し、耐震性能や省エネ性能に関する情報
の整備・提供や消費者支援制度の充実、担い手の強化、民間賃貸住宅のリ
フォーム支援等により、消費者にとって安心・魅力ある市場の整備や居住

安定確保を促進するの安定確保を促進する。
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「新成長戦略」に定められた目標の達成に向けて、中古・リフォーム市場整備のための具体的施

中古住宅・リフォームトータルプラン検討会について

策を内容とするトータルプランの策定に関する検討会を設置。

第１回 平成２３年２月９日（水）

スケジュール

座長

委 員
敬称略 〔 〕は前任者

第１回：平成２３年２月９日（水）
中古住宅流通・リフォーム市場の現状と、市
場拡大に向けた方策について

第２回：平成２３年５月３０日（月）

座長

高木 佳子 弁護士（元日弁連副会長）

委員

青木 宏之 (社)全国中小建築工事業団体連合会前会長第２回：平成２３年５月３０日（月）
リフォーム市場の活性化について

第３回：平成２３年６月２７日（月）
中古住宅市場の活性化について

青木 宏之 (社)全国中小建築工事業団体連合会前会長

赤津 新英 (社)不動産流通経営協会 企画専門委員会委員長

市川 宜克 (社)全国宅地建物取引業協会連合会 専務理事

犬塚 浩 弁護士（日弁連住宅紛争処理運営委員会）

第４回：平成２３年１１月２９日（火）
トータルプラン（骨子案）について

第５回：平成２３年１２月２０日（火）

犬塚 浩 弁護士（日弁連住宅紛争処理運営委員会）

大石 佳知 (社)日本建築士会連合会 青年委員会委員長

奥 利江 主婦連合会常任委員住宅部長

神崎 哲 弁護士（日弁連消費者問題対策委員会）第 回 成 年 月 （火）
トータルプラン（素案）について

平成２４年１月１１日（水）～３１日（火）
パブリックコメント

木瀬 照雄 TOTO(株)代表取締役会長

工藤 忠良 (財)住宅リフォーム・紛争処理支援センター常務理事

島原 万丈 (株)リクルート住宅総研 主任研究員

松 陽作 本労働組合総連合会 社会政策部長
第６回：平成２４年２月２０日（月）

トータルプラン（案）について

平成２４年３月２７日（火）

松田 陽作 日本労働組合総連合会 社会政策部長
〔杉山 豊治 日本労働組合総連合会 社会政策局長〕

澤田 雅紀 全国建設労働組合総連合 住宅対策部長

〔徳本 茂 全国建設労働組合総連合 住宅対策部長〕
トータルプラン公表 西村 義之 コーナン商事(株)専務取締役

矢野 龍 (社)住宅生産団体連合会副会長（住友林業(株)代表
取締役会長）
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中古住宅流通・リフォーム市場を取り巻く状況
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（１）人口減少、近い将来には世帯数も減少

我が国の人口は2010年以降、世帯数は2015年以降、減少を続けていく見通し。

【人口・世帯数の推移と将来推計】 【家族類型別世帯数の推移と将来推計】

6,0005,250 14,000 

【人口 世帯数の推移と将来推計】 【家族類型別世帯数の推移と将来推計】

4 906 5 029 5,060 5,044 4 984 4 880

（万世帯）（万人） （万世帯）

964 1,009 1,019 1,005 976 939
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3,0004,500 11,000 
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（資料）：国立社会保障・人口問題研究所
『日本の世帯数の将来推計（全国推計）』（2008年3月推計）

（資料）：国立社会保障・人口問題研究所
『人口統計資料集』及び『日本の将来推計人口』（平成24年1月推計）



（２） 住宅ストックの量的充足

平成20年時点で、住宅ストック数（約5,760万戸）は、総世帯（約5,000万世帯）に対し約

【住宅ストックと世帯数の推移】

15％多く、量的には充足。

1.207,000
（万戸・万世帯） （戸/世帯）

1.15 

1.20 

6,000 

7,000 

居住者のいない住宅 ７９９万戸
うち、空き家７５７万戸（空き家率13.1％）

うち、賃貸住宅空き家413万戸（空き家率18.8％）
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（S48）

1978年

（S53）

1983年

（S58）

1988年

（S63）

1993年

（H5）

1998年

（H10）

2003年

（H15）

2008年

（H20）

住宅数 1391 1,793 2,109 2,559 3,106 3,545 3,861 4,201 4,588 5,025 5,389 5,759
世帯数 1,865 2,182 2,532 2,965 3,284 3,520 3,781 4,116 4,436 4,726 4,997

世帯当たり住宅数

0.85 0 

（注）世帯数には、親の家に同居する子供世帯等（2008年＝37万世帯）を含む。

（資料）：総務省「平成２０年 住宅・土地統計調査」 8

１世帯当たり住宅数 0.96 0.97 1.01 1.05 1.08 1.10 1.11 1.11 1.13 1.14 1.15
空き家率（％） 4.0 5.5 7.6 8.5 9.4 9.8 11.5 12.2 13.1 



（３）厳しい経済・雇用環境を背景とした所得の低下

住宅の一次取得者層である30代の平均年収、金融資産とも大きく減少しており、これらの世
代にとって新築住宅を取得することの困難さが増している。

【金融資産 推移（ 世帯 う 勤労者世帯）】【 歳 性 年収推移】 【金融資産の推移（二人以上世帯のうち、勤労者世帯）】【30歳代男性の平均年収推移】

1,265
1,1361,200

1,400589

580

600
（万円）（万円）

,
1,055

800

1,000

1,200

505520

540

560

99 108

291
209 182

200

400

600
513

505

460

480

500

520

99 53

-23

108

-41
-153-200

0

432420

440

460

30～34歳

35～39歳

出典）（資料）：国税庁「民間給与実態統計調査」

-400
平成11年 平成16年 平成21年

29歳以下 30～39歳 40～49歳 50～59歳

400

出典）
総務省「貯蓄動向調査」（平成11年）、総務省「家計調査」（平成16年、平成21年）

注） 貯蓄動向調査と家計調査では、年齢階級の集計方法が異なる（貯蓄動向調
査：5歳ごと、家計調査：10歳ごと）ため、平成11年においては、年代ごとの加重
平均を算出した。
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（資料） 国税庁 民間給与実態統計調査」



（４） 住宅ストックの状況

住宅の省エネルギー化、耐震化が必要な住宅が多数存在。

65歳以上の単身及び夫婦の持家住宅の57%は100㎡以上の住宅に居住している一方、4人
以上世帯の持家住宅の29%は100㎡未満の住宅に居住しており、ミスマッチが生じている。

○住宅ストックのミスマッチ

31459 139 184５人以上世帯 4人以上世帯の持家
住宅の29%は100㎡

○住宅ストックのミスマッチ
【住宅の省エネ化（二重サッシ又は複層ガラス）率】
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（資料）平成２０年 住宅・土地統計調査【総務省】(資料）住宅・土地統計調査【総務省】をもとに、国土交通省推計 10



中古住宅流通・リフォーム市場の現状と課題
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既存住宅流通の現状

全住宅流通量（既存流通＋新築着工）に占める既存住宅の流通シェアは約13.５％（平成
20年）であり、欧米諸国と比べると１/６程度と低い水準にある。

既存住宅流通シェアのウェイトは大きくなりつつある。

【既存住宅流通シェアの国際比較】【既存住宅流通シェアの推移】
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既存住宅流通／全体（既存＋新築）流通

（資料）
日本：住宅・土地統計調査（平成20年）（総務省）、

住宅着工統計（平成20年）（国土交通省）
アメリカ：Statistical Abstract of the U S 2006
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0 0%
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アメリカ：Statistical Abstract of the U.S. 2006
イギリス：コミュニティ・地方政府省（URL http://www.communities.gov.uk/）

（既存住宅流通戸数は、イングランド及びウェールズのみ）
フランス：運輸・設備・観光・海洋省（URL http://www.eqipment.gouv.fr/）

（資料）住宅・土地統計調査（総務省） 、住宅着工統計（国土交通省） 注１）イギリス：住宅取引戸数には新築住宅の取引戸数も含まれるため、「住
宅取引戸数」－「新築完工戸数」を既存住宅取引戸数として扱った。ま

0.0%0
H元 Ｈ2 Ｈ3 Ｈ4 Ｈ5 Ｈ6 Ｈ7 Ｈ8 Ｈ9 Ｈ10 Ｈ11 Ｈ12 Ｈ13 Ｈ14 Ｈ15 Ｈ16 Ｈ17 Ｈ18 Ｈ19 Ｈ20

既存住宅流通 新築着工戸数 既存／既存＋新築

12

た、住宅取引戸数は取引額4万ポンド以上のもの。なお、データ元である
調査機関のHMRCは、このしきい値により全体のうちの12％が調査対
象からもれると推計している。

注２）フランス：年間既存住宅流通量として、毎月の既存住宅流通量の年換
算値の年間平均値を採用した。



中古住宅の寿命と資産価値

欧米に比べ 住宅寿命が短い現状欧米に比べ、住宅寿命が短い現状

住宅の市場価値は、経年により減少。戸建住宅の場合、築後20年で価格はほぼゼロに。

90

100 %

【戸建住宅の残存価値率曲線】

100 

【滅失住宅の平均築後年数の国際比較】
（年）
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60 

80 

30

40

50

60

66.6 
80.6 40 

0

10

20

30
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価値割合を示したグラフ27.0 

0 
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0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 年

税法上のグラフよりも価値下落は早く、
20年で価値がほぼゼロに

日本 アメリカ イギリス

（資料）
日本：総務省「平成15年、平成20年住宅・土地統計調査」（データ：2003年、2008年）
アメリカ：U.S.Census Bureau「American Housing Survey 2003、2009」

（データ：2003年、2009年） http://www.census.gov/
イギ （イ グ ド）

13

※中古住宅・リフォームトータルプラン検討会のために青山リアルティアドバ
イザーズ(株)において行ったもの。（補助事業により公募・実施）

イギリス（イングランド）：Communities and Local Government
「2001/02 , 2007/08 Survey of English Housing 」（データ：2001年、2007年）

http://www.communities.gov.uk/
より国土交通省推計



住宅リフォームの現状

平成20年における住宅リフォーム市場規模は約６兆円と推計されている。平成20年における住宅リフォ ム市場規模は約６兆円と推計されている。

我が国の住宅投資に占めるリフォームの割合は28.1%で、欧米諸国と比較して小さい。

※民間シンクタンクの調査では７～８兆円という推計もある。

【住宅投資（新築＋リフォーム）に占めるリフォームの割合の国際比較】【 住宅リフォームの市場規模（推計）の推移 】
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（資料） （財）住宅リフォ ム・紛争処理支援センタ による推計

日本 イギリス フランス ドイツ

（資料）

日本（2010年）：国民経済計算（内閣府）及び

（財）住宅リフォー ム・紛争処理支援センターによる推計値

0 

増築・改築工事費 設備等の修繕維持費 広義のリフォーム金額

（資料） （財）住宅リフォーム・紛争処理支援センターによる推計

＜注１＞ 推計には、分譲マンションの大規模修繕等共用部分のリフォーム、賃貸住宅
所有者による賃貸住宅のリフォーム、外構等のエクステリア工事は含まれない

＜注２＞ 「広義のリフォーム」は、戸数増を伴う増築・改築工事費と、リフォーム関連の
家庭用耐久消費財、インテリア商品等の購入費を加えた金額

イギリス・フランス・ドイツ（2010年） ： ユーロコンストラクト資料
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リフォーム市場の規模（推計）

※2008年度の建築着工統計調査、住宅土地統計調査、家計調査年報、
マンション総合調査 住宅リフォーム統計調査より推計

規模 大 戸建持家 共同持家 賃貸

マンション総合調査、住宅リフォ ム統計調査より推計

１０㎡以上の床面積の増加を伴う工事
約１兆円

１０㎡未満の工事 約1,000億円 約1.3兆円

修繕工事

賃貸住宅の
リフォーム

約３.６兆円 約4,200億円

設備の維持修繕費 修繕工事
（大規模修繕等）

リフォ ム

家庭用耐久消費財 インテリア商品 購入

（専用部分） （共用部分）

約６兆円

規模 小

家庭用耐久消費財・インテリア商品の購入

外構・エクステリア

6,981億円

2,886億円
15



主要な住宅リフォーム事業者

←

工

大

ゼネ

総事業高：約７兆４８３５億円（２０１０年度）
※外構、エクステリアを含む

事

規

模

ハウスメーカー系
4,690（+4.0%)

ゼネコン・
デベロッパー系
3,900（+2.4%)

自社物件のアフターメンテナ
ンスが多い。戸建住宅のリ
フォームを中心に フラン

自社物件のアフターメンテナ
ンスが多い。戸建住宅のリ
フォームを中心に フラン

戸建住宅から集合住宅まで総
合的な提案・フォローを実施。

ズ

戸建住宅から集合住宅まで総
合的な提案・フォローを実施。

ズ

地場 務店系

住宅設備機器・
建材メ カ 系

エネルギー
供給事業者系

専門工事業系

フォームを中心に、フラン
チャイズ展開も図る。
フォームを中心に、フラン
チャイズ展開も図る。

フランチャイズ展開による促
進を図る。
フランチャイズ展開による促
進を図る。

地場工務店系
33,850(+2.1%)

建材メーカー系
13,150(+4.8%)

2,870(+4.0%)専門工事業系
7,970(+2.8%)

自社商品の利用促進となる
水廻りリフォームが中心。
自社商品の利用促進となる
水廻りリフォームが中心。

塗装工事業、内装
工事業等、自己の
主業を軸に、部分
的にリフォームを
受注。

塗装工事業、内装
工事業等、自己の
主業を軸に、部分
的にリフォームを
受注。

戸建住宅及び集合住宅の専有
部 分 を 中 心 に 、 大 規 模 リ
フォームから小規模の修理・
補修まで受注。地域密着で小
規模事業者が多い

戸建住宅及び集合住宅の専有
部 分 を 中 心 に 、 大 規 模 リ
フォームから小規模の修理・
補修まで受注。地域密着で小
規模事業者が多い

自社商品の利用促進となる設
備機器の更新を主体とした水
廻り工事、生活の電化等が多
い。

自社商品の利用促進となる設
備機器の更新を主体とした水
廻り工事、生活の電化等が多
い。元請として総合リフォームを

展開しているところが多い。
元請として総合リフォームを
展開しているところが多い。

リフォーム専業系
6,050(+5.2%)

家電量販店
650(+45.4%)

ホームセンター系
800(+32.5%)

インターネット
事業者

243(+8.0%)

規模事業者が多い。規模事業者が多い。 展開しているところが多い。
自ら施工する場合もあれば、
丸投げの場合もある。

展開しているところが多い。
自ら施工する場合もあれば、
丸投げの場合もある。

インターネットを活インターネットを活

百貨店系
56(+1 8%)( %)

器具の取替えからリ
フォームまで工事を受
注。

器具の取替えからリ
フォームまで工事を受
注。

工務店を下請けに、家
電量販店の商品を活用
したリフォームが中心。

工務店を下請けに、家
電量販店の商品を活用
したリフォームが中心。

インタ ネットを活
用した設備・建材
の販売・施工

インタ ネットを活
用した設備・建材
の販売・施工

（単位：億円／対前年比）

56(+1.8%)

顧客からの注文による
インテリア関連
顧客からの注文による
インテリア関連

（単位 億円／対前年 ）

（資料）リフォーム事業高は、株式会社富士経済「2011年版住宅リフォーム市場の現状と将来展望」から引用。
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工事部位別、目的別のリフォーム件数（平成22年度）

リ ム 事 部位とし は 内装 給水給湯排水衛生機器設備 事 受注件数が多

○工事部位別 建築物リフォーム・リニューアル工事受注件数 ○目的別 建築物リフォーム・リニューアル工事受注件数

リフォーム工事の部位としては、内装，給水給湯排水衛生機器設備の工事の受注件数が多い
リフォームの目的としては、劣化や壊れた部位の更新・修繕，省エネルギー対策を目的とした工事の件数が多い

（全数推定，複数回答） （全数推定，複数回答）（単位：件，対前年同期比 ％） （単位：件，対前年同期比 ％）

件数 内，主たるものとした件数

前 年
同期比

構成
割合

前 年
同期比

構成
割合

件数 内，主たるものとした件数

前 年
同期比

構成
割合

前 年
同期比

構成
割合

合 計 5,558,012 33% 100% 1,696,267 34% 31%

建築 3,585,029 28% 64.5% 1,158,955 36% 20.9%

基礎躯体 145,058 6% 2.6% 29,935 -35% 0.5%

屋根屋上 562,671 26% 10.1% 165,811 16% 3.0%

外壁 739 490 36% 13 3% 318 123 55% 5 7%

計 4,002,555 29% 100% 1,850,820 42% 100%

劣化や壊れた
部位の更新・
修繕

2,638,705 36% 65.9% 1,413,486 40% 76.4%

省エネルギー外壁 739,490 36% 13.3% 318,123 55% 5.7%

内装 1,157,550 28% 20.8% 475,834 46% 8.6%

建具 636,820 39% 11.5% 101,454 47% 1.8%

その他建築 343,441 12% 6.2% 67,797 -14% 1.2%

設備 1,730,453 43% 31.1% 459,915 22% 8.3%

防災関連設備 41,214 44% 0.7% 6,284 37% 0.1%

省エネルギ
対策

367,602 80% 9.2% 128,597 147% 6.9%

高齢者・身体
障害者対応

235,062 -11% 5.9% 70,339 0% 3.8%

防災・防犯・
169 162 33% 4 2% 25 349 84% 1 4%防災関連設備 41,214 44% 0.7% 6,284 37% 0.1%

空気調和換気
設備

183,774 42% 3.3% 17,966 -15% 0.3%

給水給湯排水衛
生機器設備

928,067 42% 16.7% 347,514 29% 6.3%

廃棄物処理設備 25,665 34% 0.5% 3,384 -122% 0.1%

電気設備 404 445 50% 7 3% 35 197 41% 0 6%

安全性向上
169,162 33% 4.2% 25,349 84% 1.4%

用途変更 48,087 7% 1.2% 15,195 -21% 0.8%

耐震性向上 92,611 47% 2.3% 23,979 36% 1.3%

屋上緑化 壁電気設備 404,445 50% 7.3% 35,197 41% 0.6%

昇降機設備 10,016 83% 0.2% 2,995 1% 0.1%

太陽光発電設備 49,339 142% 0.9% 24,587 54% 0.4%

中央監視設備 1,720 497% 0.0% 0 -200% 0.0%

その他設備 86,214 12% 1.6% 21,988 -2% 0.4%

外構 146,773 36% 2.6% 33,484 18% 0.6%

屋上緑化，壁
面緑化

3,981 -89% 0.1% 1,448 -100% 0.1%

アスベスト対
策

3,907 -18% 0.1% 483 -119% 0.0%

その他 357 015 -18% 8 9% 118 381 32% 6 4%
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※ 復元集計のため，丸め誤差（調査票記載単位千円から億円への標記単位換算）により「合計」は必ずしも一致しない。

※ 件数：当該工事部位・工事目的が、選択肢の工事部位・工事目的に照らして「主たるもの」又は「該当あるもの」とした件数である。

※ 主たるものとした件数：当該工事部位・工事目的が、選択肢の工事部位・工事目的に照らして、「主たるもの」と回答した件数である。

国土交通省 建築物リフォーム・リニューアル調査（平成２２年度）より

その他 61,797 54% 1.1% 17,123 261% 0.3%

不明 33,959 30% 0.6% 26,791 163% 0.5%

その他 357,015 18% 8.9% 118,381 32% 6.4%

不明 86,424 57% 2.2% 53,562 64% 2.9%



マンションストックの現状

・現在の分譲共同住宅のストック総数は約571万戸。（平成22年末時点）

562571 
600 40 

現在の分譲共同住宅のストック総数は約571万戸。（平成22年末時点）
・国民の１割以上（約1,400万人）が分譲共同住宅に居住している。
・旧耐震基準のストックが約106万戸。
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（注）１ 新規供給戸数は、建築着工統計等を基に推計した。
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（注）１．新規供給戸数は、建築着工統計等を基に推計した。
２．ストック戸数は、新規供給戸数の累積等を基に、各年末時点の戸数を推計した。
３．ここでいう分譲共同住宅とは、中高層（３階建て以上）・分譲・共同建で、鉄筋コンクリート、鉄骨鉄筋コンクリート又は鉄骨造の住宅をいう。
４．分譲共同住宅の居住人口は、平成22年国勢調査による１世帯当たり平均人員2.46を基に算出した。



中古住宅購入時の問い合わせ先

中古住宅を購入する際 問 合わせ先とし は 地 密着 動産仲介会社が最も多く 次中古住宅を購入する際の問い合わせ先としては、地元密着の不動産仲介会社が最も多く、次い
で全国規模の不動産仲介会社となっている。

全 体( )

60

全 体(n=997)
複数回答

※日経BPコンサルティングの調査モニターを対象
としたインターネット調査（2010年10月実施）

※この結果は中古住宅購入経験者に聞いたもの
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不動産
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不動産

仲介会社

大手・中堅
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工務店

19※この調査は、中古住宅・リフォームトータルプラン検討会のために日経ＢＰ社において行ったもの。（補助事業により公募・実施）



中古住宅購入時の業者選定の理由

今後、中古住宅を購入する際の業者を選定する理由について、最も多いのが「保証がしっかりし今後、中古住 購 す 際 業者 す 、最 多 保証
ていること」、次いで「アフターサービスの良さ」であり、半数以上の回答者があげている。
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※日経BPコンサルティングの調査モニターを対象
としたインターネット調査（2010年10月実施）

39.7%
37.3% 36.5%

34.9%

30.7%
28.9%

27.3%30.0%

40.0%

%
24.7%

22.3%

12.8%

20.0%

9.8%

1.9%

12.8%

0 0%

10.0%

0.0%
保
証
が
し
っ
か
り

とア
フ
タ
ー
サ
ー
ビ

説
明
の
わ
か
り
や

丁
寧
さ

検
査
能
力
の
高
さ

相
場
に
関
す
る
知

物
件
の
豊
富
さ

会
社
の
規
模
や

経
営
の
安
定
性

購
入
後
の

リ
フ
ォ
ー
ム
の
提

最
新
の
建
材
や
設

対
す
る
知
識

接
客
対
応
の

態
度
の
よ
さ

ロ
ー
ン
の
知
識
が

な
ロ
ー
ン
を
紹
介

購
入
資
金
を

準
備
し
て
く
れ
る

そ
の
他

特
に
重
視
す
る
点り

し
て
い
る
こ

ス
の
よ
さ

や
す
さ
・

さ知
識

案
力

設
備
に

豊
富
・有
利

介
し
て
く
れ
る

る 点
は
な
い

20※この調査は、中古住宅・リフォームトータルプラン検討会のために日経ＢＰ社において行ったもの。（補助事業により公募・実施）



中古住宅購入時に求めるサービス

消費者が中古住宅を購入する際に求めるサービスについては、保証制度をあげた者が約４２％と消費者が中古住宅を購入する際に求めるサ ビスについては、保証制度をあげた者が約４２％と
最も多く、次いで、エコポイント等の支援制度、診断制度があがっている。

全 体(n=2120)
複数回答

41.8%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

何か問題があったときに保証してくれる制度

住宅 ポイ ト 適用など支援制度 充実

複数回答

30.6%

23.7%

住宅エコポイントの適用など支援制度の充実

安心できる物件かどうかの判断ができる診断制度
（中古住宅診断制度）

いつどのように建て、いつどのようにリフォームをしたかなど
22.7%

13.9%

い どのように建て、い どのようにリフォ ムをしたかなど
の情報がわかる制度（住宅履歴制度）

公共機関などが運営する相談窓口

中古住宅の評判、口コミ、Q&Aなどが集約された

12.3%

10.1%

中 住 、 、 集約
Web サイト、データベース

家電量販店やホームセンター、ドラッグストアなど身近な店舗で
リフォーム販売・施工業者を紹介してくれる仕組み

8.4%

3.8%

業者の言い値ではなくて、オークションなどで
価格が決まる仕組み

その他

22.2%どのようなサービス、情報提供があっても検討はしない

※外部モニターに対するインターネット調査。（2010年10月実施）

21※この調査は、中古住宅・リフォームトータルプラン検討会のために日経ＢＰ社において行ったもの。（補助事業により公募・実施）



中古住宅を購入しない理由

住宅購入意向がある者で中古住宅を購入しないと答えた者に、理由を聞いたもの。「新築の方が気住宅購入意向がある者で中古住宅を購入しないと答えた者に、理由を聞いたもの。「新築の方が気
持ちがいい」「新築の方が思いのままになる」といった心理的な抵抗感が上位を占め、次いで「問題
が多そう」「中古住宅への抵抗感」「欠陥が見つかると困る」といった構造や性能への不安があがっ
ている。また、手頃な物件が無いといった需要とのミスマッチも２３％あった。

59.7%

80%
全体（n=1440）

（複数回答）

※日経BPコンサルティングの調査モニターを対象
としたインターネット調査（2010年10月実施）
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中古住宅購入によるメリットとデメリット

中古住宅購入者に、メリットとデメリットを聞いたところ、
①メリットについては 「価格が安い」が６割以上を占め また「好みに合わせたリフォ ムができる」と答えた①メリットについては、「価格が安い」が６割以上を占め、また「好みに合わせたリフォームができる」と答えた

者も３割であった。
②デメリットについては、「リフォームやメンテナンス費用がかかる」が最も多く、次いで「住宅設備が古い」と

いった項目が３０％を超えた。また、「欠陥がわかった」「耐震性能が心配」など、基本的な住宅性能につ
あげた者も２割近くあ たいてあげた者も２割近くあった。
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※日経BPコンサルティングの調査モニターのうち中古住宅の購
入経験者を対象としたインターネット調査（2010年12月実施） 23

※この調査は、中古住宅・リフォームトータルプラン検討会のために日経ＢＰ社において行ったもの。
（補助事業により公募・実施）



中古住宅売買の瑕疵担保期間

Ａ．宅建業者（SPCを含む）が売り主の場合（自社保有物件）

集計ベースは中古物件の販売・仲介関与者126件。
それぞれ無回答を除いて算出

中古住宅売買における瑕疵担保期間は「２年」が戸建てで約６７％、マンションで約７０％あるが、５年や１０年
もある。なお、２年未満の回答は、売り主が宅建業者ではないものであった。

67.170.0
70%
80% 戸建て住宅 マンション

30%
40%
50%
60%
70%

4.9 2.4 3.7 0.0

14.6
6.1

1.2
10.0

1.7 1.7 0.0

11.7
5.0

0.0
0%

10%
20%

なし ～１年 ２年 ３年 ４年 ５年 ５年超

（10年）

５年超

（年数不明）

Ｂ．宅建業者等以外が売り主の場合（仲介。自社保有ではない物件）

「現状有姿（０カ月）」が戸建てで約５８％、マンションで約５７％。その他多いのは、「２～３カ月」と「７カ月～１
年」である。

（10年） （年数不明）

57.956.7

40%
50%
60%
70% 戸建て住宅 マンション

1.9

12.1

1.9

13.1
6.5

0.9
5.63.1

15.5

1.0
8.2 7.2

1.0
7.2

0%
10%
20%
30%

※いずれも、瑕疵担保期間のほか、保証期間、無料ｱﾌﾀｰｻｰﾋﾞｽ期間等の名称で行われている場合を含みます。

現状有姿

（0カ月）

１カ月 ２～３カ月 ４～６カ月 ７カ月～１年 １年超

（２年）

１年超

（５年）

１年超

（年数不明）

（資料）中古住宅・リフォームトータルプラン検討会のために日経BP社が実施（補助事業により公募・実施） 24



（参考）民法等における瑕疵担保期間

１．民法 （抜粋）

（地上権等がある場合等における売主の担保責任）
第五百六十六条 売買の目的物が地上権、永小作権、地役権、留置権又は質権の目的である場合にお第五百六十六条 売買の目的物が地上権、永小作権、地役権、留置権又は質権の目的である場合にお

いて、買主がこれを知らず、かつ、そのために契約をした目的を達することができないときは、買
主は、契約の解除をすることができる。この場合において、契約の解除をすることができないとき
は、損害賠償の請求のみをすることができる。

２ 前項の規定は、売買の目的である不動産のために存すると称した地役権が存しなかった場合及び２ 前項の規定は、売買の目的である不動産のために存すると称した地役権が存しなかった場合及び
その不動産について登記をした賃貸借があった場合について準用する。

３ 前二項の場合において、契約の解除又は損害賠償の請求は、買主が事実を知った時から一年以内
にしなければならない。

（売主の瑕疵担保責任）
第五百七十条 売買の目的物に隠れた瑕疵があったときは、第五百六十六条の規定を準用する。ただ

し、強制競売の場合は、この限りでない。

２．宅地建物取引業法 （抜粋）

（瑕疵担保責任についての特約の制限）（瑕疵担保責任についての特約の制限）
第四十条 宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地又は建物の売買契約において、その目的物の瑕

疵を担保すべき責任に関し、民法（明治二十九年法律第八十九号）第五百七十条において準用する
同法第五百六十六条第三項に規定する期間についてその目的物の引渡しの日から二年以上となる特
約をする場合を除き、同条に規定するものより買主に不利となる特約をしてはならない。約をする場合を除き、同条に規定するものより買主に不利となる特約をしてはならない。

２ 前項の規定に反する特約は、無効とする。

25



リフォーム検討時の情報源

リフォーム経験者に対して リフォーム検討時の情報源について聞いたところ 「友人や知人 親戚リフォ ム経験者に対して、リフォ ム検討時の情報源について聞いたところ、「友人や知人、親戚
の口コミ」が最も多く約３割、次いで、「住宅メーカー、工務店のホームページ」、「展示場、ショー
ルーム」が挙げられる。

全体（ｎ＝１１３３）

27.9 
26.2 

22 9 22 625.0%

30.0% ※日経BPコンサルティングの調査モニターを対象と
したインターネット調査（2010年10月実施）

※この結果はリフォーム経験者に聞いたもの
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リフォームの依頼先と検討時の問い合わせ先

リフォーム経験者に対して、リフォームの依頼先について聞いたところ、「地元密着の工務店」が最
も多く約３割、次いで、「リフォーム専業会社」、「大工・職人」「ハウスメーカー」「住宅設備メー
カー」であった。

全 体(n=1133)全 体(n=1133)
（複数回答）
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※日経BPコンサルティングの調査モニターを対象と
したインターネット調査（2010年10月実施）

※この結果はリフォーム経験者に聞いたもの
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リフォーム業者の選定時の重視点

リフォーム経験者の業者選びの際の重視点は、「価格の透明性・明朗さ」が最も高く約４割、次い
で、「説明のわかりやすさ・丁寧さ」「価格の安さ」が挙げられている。また、「接客対応の態度のよさ」
も約２割が挙げている。
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50.0%

※日経BPコンサルティングの調査モニターを対象としたインターネット調査（2010年10月実施）
※この結果はリフォーム経験者に聞いたもの
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リフォームを行いやすくするための改善すべき項目

今後、リフォームを行いやすくするための改善すべき項目について、聞いたもの。保証が最も多く後、 、 。保証
７割以上、次いで事業者選択サイトや支援制度があげられている。

全体（n=1000） 複数回答

※外部モニターのうち持ち家居住者を対象と
したインターネット調査（2010年12月実施）

73 7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

何か問題があったときに保証してくれる制度

今後リフォームを実施・検討するうえで必要な制度、仕組み
したインタ ネット調査（2010年12月実施）

73.7 

43.7 

何か問題があったときに保証してくれる制度

信頼できる事業者を選択できるサイトの整備

35.8 

32.5 

住宅エコポイントの適用など支援制度の充実

自宅の過去のリフォーム情報がわかる制度

31.7 

31.4 

信頼のおけるところが運営する相談窓口がある

イメージするようなデザインに対応してくれる施工業者を紹

介してくれる仕組み

18.7 

1.8 

身近な店舗でリフォーム販売・施工業者を紹介してくれる

仕組み

その他

8.9 
どのようなサービス、情報提供があってもリフォームの検討

はしない
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リフォーム工事のメリットとデメリット

リフォーム経験者に聞いたリフォームして良かった点は、「きれいになった」が最も多く約５５％、次いで
「快適になった」が約５１％、「生活しやすくなった」や約４６％であった。
一方、リフォームして良くなかった点は、「希望通りの仕上がりにならなかった」が最も多く約１３％、次
いで「後から不具合が生じた」が約１０％、「工事日数が長く生活が不便だった」「追加費用が発生し、
予算をオーバーした」が約８％であった予算をオ バ した」が約８％であった。

13 2%

15.0%

●リフォーム工事のデメリット

50 6%
54.7%

60.0%

●リフォーム工事のメリット 全体（n=585）
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今後リフォームする際の重視点

リフォーム予定の有無に関わらず、今後リフォームする際の重視点※を聞いたもの。価格の透明性や
施工技術の高さが５０％を超えた。またアフターメンテナンスや工事に対する保証、実績、説明のわ
かりやすさ等も４０％を超えた。

※リフォーム予定が無い人は、身近な人がリフォームをする際に重視した方が良いと思う点
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耐震改修工事費用について

耐震改修工事費として消費者が想定している額は、１００～２００万円が も多く３０％前後、次いで２００～３００万円が約耐震改修工事費として消費者が想定している額は、１００ ２００万円が も多く３０％前後、次いで２００ ３００万円が約
２３％を占めている。一方で、この額なら工事をしてもいいという額は、５０万円未満が５０％以上と過半を占めている。

＜消費者の想定している耐震改修費用＞ ＜安ければ実施したいと考えている人の費用額のイメージ＞

11.5 
12.9 

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 

0.9 
0.7 

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 

１０万円未満

１回目（3/25-31）

8.7 

14.6 

9.7 

12.7 

1.1 

2.0 

1.2 

1.5 

１０万円以上～

２０万円未満

２０万円以上～

３０万円未満

過半数が５０万円
未満を希望

N=2,620
２回目（5/10-13）

N=2,602

22.9 

27.9 

16.5 

30.3 

4.0 

16.1 

3.7 

15.0 

３０万円以上～

５０万円未満

５０万円以上～

１００万円未満

１回目（3/25-30）
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12.5 

3 4

30.5 

23.2 

29.3 

22 5

万円未満

１００万円以上～

２００万円未満

２００万円以上～

３００万円未満

２回目（5/10-13）
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1.1 
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２回目（5/10-13） N=472
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耐震改修と同時に実施したいリフォーム

耐震改修と同時に行いたいリフォームについては 水廻りが も多く約３４％ 次いで内装や断熱リフォームなどがあげ

●今後お住まいの耐震改修工事をすると仮定して、同時に実現したいこと

耐震改修と同時に行いたいリフォ ムについては、水廻りが も多く約３４％、次いで内装や断熱リフォ ムなどがあげ
られている。

N 2 620（複数回答）

34.3 
33.7 

35.7 

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 

浴室、キッチン、トイレなどの水まわりを一新すること

N=2,620（複数回答）

25.9 

24.1 

26.2 

25.2 

25.0 

21.4 

床、畳、壁紙などの内装をリフォームすること

開口部や断熱などを改修し省エネ化をすること

20.2 

14.9 

25.0 

16.2 

9.0 

11.7 

屋根や外壁などの外装をリフォームすること

手すりの設置や段差解消などをしバリアフリー化すること

11.3 

3.4 

11.4 

3.9 

11.0 

2.4 

間取りを変更すること

その他

15.9 

19.1 

14.4 

19.8 

19.4 

17.5 

耐震改修工事と同時に実現したいことはない

耐震改修工事をすることはない

全体（N=2620） 戸建居住者（N=1841） マンション居住者（N=779）
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リフォームに関する相談件数

（財）住宅リフォーム・紛争処理支援センターが行っている電話相談「住まいるダイヤル」におけるリ（財）住宅リフォーム・紛争処理支援センターが行っている電話相談「住まいるダイヤル」におけるリ
フォーム相談件数は、平成20年度以降増加傾向にあり、平成22年度は5,094件で前年度の約1.6倍、
このうちトラブルが生じている相談件数は2,279件で前年度の約1.9倍となっている。また、相談件数全体
の約３割が、不具合に関する内容となっている。

リフォームに関する相談件数の推移 トラブルに関する相談件数の推移

34

（資料）（財）住宅リフォーム・紛争処理支援センター
相談統計年報2011



見積に関する相談について

■ リフ ム事業者から提示された見積書の工事項目や価格などについて 電話で相談を受け付けている

（財）住宅リフォーム・紛争処理支援センターにおける相談対応状況

■ リフォーム事業者から提示された見積書の工事項目や価格などについて、電話で相談を受け付けている。

■ 相談者の希望に応じて、実際の見積書や図面等の送付を受け、チェックをした上で助言（無料）。

■ 相談内容は金額の多寡についてが多いが、回答では工事内容や部材の仕様等について事業者に確認すべき事項の助言が多い。 また、見積
書に署名欄があり、契約とみなされるおそれのある書類等について注意喚起。

⾒積チェックを実施した主な相談の内容と回答(2010年度)
見積チェックを実施した351件を分析。相談内容・回答内容とも複数カウント。

全体の 工事範囲や内容の

※住宅エコポイントに関する問い合わせを除く

リフォームの⾒積りに関する相談の割合(2010年度)
住宅相談全件数 17,713件

注意が必要な⾒積書の例23%

29%

71%

見積りの

事内容は適切か

材料などの

単価は適正か

全体の

工事費は適正か

36%

39%

40%

数量や単価の

確認点について助言

性能や仕様などの

確認点について助言

工事範囲や内容の

確認点について助言
見積りを

チェックした相
談

351件
70%

リフォーム相
談

5,094件
29%

見積りに
関する相談

499件
9.8%

注意が必要な⾒積書の例
【例１】
⾒積書を承認したつもり
で署名捺印をした場合、
契約書と⾒なされる可能
性がある例

10%

18%

23%

見積りの

数量は適正か

二重計上などの

項目はないか

工事内容は適切か

20%

24%

30%

クーリング・オフなど

について助言

相見積りをとることを

助言

支払条件などの

契約について助言

【主な相談内容】 【主な回答内容】

性がある例

【例２】
内訳⾦額や数量等の明⽰がな
く、総額のみが記載されてい
る例。また、例１と同様、⾒

9%

0% 50% 100%

業者の選定はどの

ようにすればよいか 9%

0% 50% 100%

リフォーム瑕疵保険の

案内

について助言

【相談】雨漏りが不安になり訪問販売業者と契約をしたが、2日間にわたり次々と提案を受け合計700万円を超える契約をしてしまった。
見積書に記載されている工事内容に疑問がありクーリング・オフをするかこのまま進めるか迷っている。見積書を見て助言がほ

相談事例

る例。また、例１と同様、⾒
積書を兼ねた発注書となって
いる。

しい。

【回答】見積書は、単価、仕様、工事範囲等いっさい不明の一式見積である。また、相談者の要望である雨漏りの補修等についての提案

ではない。このまま進めるのは、リスクが大きすぎることを説明し、クーリング・オフを勧めた。
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リフォーム工事の瑕疵担保期間

Ａ．工事内容に躯体や雨水防水工事を含む場合

リフォーム工事における瑕疵担保期間は「なし」が戸建てで約２２％ マンションで約４４％あるが ５年や１０年

集計ベースはリフォームの設計・施工関与者433件（いずれも単数回答）。
それぞれ無回答を除いて算出

44.1

40％

50％

戸建て住宅 マンション

リフォーム工事における瑕疵担保期間は「なし」が戸建てで約２２％、マンションで約４４％あるが、５年や１０年
もある。なお、「なし」という回答は、ほとんどが、特に契約書等で瑕疵担保期間の定めをしていないものである。
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「なし」が戸建てで約１９％、マンションで約３５％。その他多いのは、「７カ月～１年」と「２年」である。なお、「な
し」という回答はＡと同様、特に契約書等で瑕疵担保期間の定めをしていないものが大半である。
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（参考）法令等における瑕疵担保期間

１．標準契約書（一般社団法人住宅リフォーム推進協議会） （抜粋）

（瑕疵がある場合の責任）
第９条 目的物に瑕疵がある場合、請負者は民法に定める責任を負う。

２．民法 （抜粋）

（請負人の担保責任の存続期間）
第六百三十七条 前三条の規定による瑕疵の修補又は損害賠償の請求及び契約の解除は、仕事の目的
物を引き渡した時から一年以内にしなければならない。

仕事 的物 渡 を な 場合 前 期 仕事が終 た時から起算する２ 仕事の目的物の引渡しを要しない場合には、前項の期間は、仕事が終了した時から起算する。

第六百三十八条 建物その他の土地の工作物の請負人は、その工作物又は地盤の瑕疵について、引渡し

の後五年間その担保の責任を負う。ただし、この期間は、石造、土造、れんが造、コンクリート造、金属造
そ 他 れら 類する構造 作物 は 十年とするその他これらに類する構造の工作物については、十年とする。

２ 工作物が前項の瑕疵によって滅失し、又は損傷したときは、注文者は、その滅失又は損傷の時から一
年以内に、第六百三十四条の規定による権利を行使しなければならない。
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リフォーム資金の実態について（平成22年度住宅リフォーム実例調査報告書より）

リフォ ム資金として借入金※のある者の割合は10％強で推移しているリフォーム資金として借入金※のある者の割合は10％強で推移している。

※ 民間金融機関、住宅金融支援機構その他公的機関、勤務先又は親族及び知人からの借り入れ
※ 調査は一般社団法人 住宅リフォーム推進協議会が実施。リフォーム関係団体を通じて、リフォーム事業者に対して、平成21年（暦

年）中に竣工したリフォームを対象として回答を依頼（有効回答数1,032票） 注）リフォーム事業者が依頼主に代わって回答している。

9 2 27 5 18 2 24 4 17 0全体

リフォーム契約金額 平均工事費

643万円

8.7

10.5 

9.2 

27.6

26.3 

27.5 

18.1

21.1 

18.2 

24.0

27.1 

24.4 

17.5

13.5 

17.0 

戸建て住宅

マンション

全体 643万円

615万円

649万円

N=994

N=131

8.7 27.6 18.1 24.0 17.5 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

戸建て住宅

100万円以下 100超～300万円以下 300超～500万円以下 500超～1000万円以下 1000万円超 不明

649万円
N=848

80.2 9.5 2.0 8.3 全体

借入がある者
の平均借入額

556万円

リフォーム資金内訳

80.1 

82.7 

9.7 

9.0 

1.8 

3.0 

8.4 

5.3 

戸建て住宅

マンション 394万円

581万円
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

すべて自己資金 自己資金と借入金 すべて借入金 不明



リフォーム資金の調達方法について

リフォーム工事費用の額に応じて、ローン利用率も高くなるが、1,000万円程度の場合であってもローン

50%100
リフォーム資金としてローンを利用している者の割合（リフォーム工事費別）

利用率は25％程度にとどまっている。＜全体のローン利用率は10.2％、平均工事費は326万円／件＞

40%

50%

80

100
ローンのみ

自己資金とローン

自己資金のみ

ローン利用率

26%

30%60

利用率

16%

24% 20%40

0%

9%
5% 6%

9% 10%

0%

10%

0

20

39
※ 中古住宅・リフォームトータルプラン検討会のために日経BP社が実施（補助事業により公募・実施）

入居前にリフォームを行った者445名のリフォーム資金の額と資金内訳に関するアンケート結果 （サンプル数2,078）



中古住宅流通時におけるリフォームの実施状況

住宅購入前後のリフォームの実施状況をみると、「リフォーム済み住宅※ であった」は約14％
（うち 動産会社が売主 あ た場合 8 3％ 個人売主 あ た場合 5 7％）とな（うち、不動産会社が売主であった場合：8.3％、個人売主であった場合：5.7％）となっている。

一方、「自らリフォームした」は47.5％となっており、半数近くが購入後に買主自らリフォームを
実施している。

※「リ ム済み住宅 とは 売主が販売（売り出し）にあた リ ムを施したも を指す※「リフォーム済み住宅」とは、売主が販売（売り出し）にあたって、リフォームを施したものを指す。

【購入した既存住宅のリフォ ム実施状況】

0 10 20 30 40 50 60 70
（％）

【購入した既存住宅のリフォーム実施状況】

5.3

4.9

9.6

6.3

8.3

5 7

売主が不動産会社で、「リフォーム済み住宅」であった

売主が個人で、「リフォーム済み住宅」であった

48.2

38.1

48.7

35 7

5.7

47.5
自らリフォームした

しなか た

5.8

35.7

1.6

36.2

4.2

しなかった

無回答

戸建て(n=226)

マンション(n=448)

全体(n=690)

40【出典】社団法人不動産流通経営協会「不動産流通業に関する消費者動向調査」＜第15回（2010年度）＞（平成22年9月）



中古住宅販売前におけるリフォームの実施状況

• 買取再販を行うに当たっては 約４分の３でリフォームを実施している

【買取再販におけるリフォームの実施状況】

過去５年間に買取再販を行ったもののうちリフォームを実施した割合

• 買取再販を行うに当たっては、約４分の３でリフォ ムを実施している。
• リフォーム箇所は、クロス、床・畳やキッチン、洗面所、浴室、トイレといった水回りが多い。

全国宅地建物取引業協会連合会のモニター会員へのアンケート結果
調査期間 平成23年4月19日～5月10日／有効回答数 594件過去５年間に買取再販を行ったもののうちリフォームを実施した割合 調査期間 平成23年4月19日 5月10日／有効回答数 594件

全国宅地建物取引業協会連合会

宅地建物取引業者が扱う売り物件（住宅）の契約形態

74.5% 25.5%マンション

リフォーム実施 リフォーム実施せず

74.3% 25.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

戸建住宅

仲介

その他
24.6％

【買取再販に際して行ったリフォームの内容】

既存住宅流通活性化事業100%
全 体(n=239) 戸建住宅(n=154) マンション(n=85)

（財）不動産流通近代化センター「指定流通機構

仲介
75.4％

既存住宅流通活性化事業
（H22年度）の実績より

40%

60%

80%

100% （財）不動産流通近代化センター「指定流通機構
の活用状況について（平成22年度分）」より

注） 専属専任媒介、専任媒介については指定
流通機構への登録が義務付けられているが、一
般媒介・売主・代理については任意登録。
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中古住宅購入後におけるリフォームの実施状況

• 中古住宅の購入者でリフォームを実施した人のうち、約７割が入居前後にリフォームを実施している。

【中古物件を買ってから 初のリフォームの時期】

• リフォーム箇所は、クロス、床・畳やキッチン、洗面所、浴室、トイレといった水回りが多い。
• 中古住宅販売前と同様に、水回りや内装をリフォームしているものが多い。

中古住宅購入者に対するアンケート結果
調査期間 平成22年12月13日～12月17日

約7割が入居前後にリフォームを実施

調査期間 平成22年12月13日 12月17日
有効回答数 227件

中古住宅・リフォームトータルプラン検討会
のために日経ＢＰ社において行ったもの。
（補助事業により公募・実施）

0% 25% 50% 75% 100%

中古物件を購入してから入居までの間に 入居と同時に、入居後すぐに しばらく生活してから入居後すぐに

60.8%

57.0%

65.1%

9.7%

9.9%

9.4%

29.5%

33.1%

25.5%

全体（N=227)

戸建住宅（N=121)

マンション（N=106)

70% 全体（N 227) 戸建住宅（N 121) マンション（N 106)

【中古住宅を買ってから 初のリフォームの内容】

65.1% 9.4% 25.5%マンション（N 106)

20%

30%

40%

50%
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70% 全体（N=227) 戸建住宅（N=121) マンション（N=106)
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リフォームを実施することにより価値の向上等が図られた例①

• 売買前リフォームを実施したものの約４分の３で、リフォームを実施したことにより価値が向上したと考えている。
• 価値が向上したとするものの価値向上額の平均は約１６６万円。

既存流通活性化事業（H22年度）事業者へのアンケート結果
調査対象 売買前リフォームを実施した876件が対象

売買前リフォ ムを実施した効果売買前リフォームを実施した効果

リフォーム実
施時期

売り主 件数
住宅別件数 リフォーム工事費

（戸当り平均）
価値が向上したと
想定される件数

割合※

戸建て 共同住宅

個人 万円

売買前

個人 １７ １６ １ 246万円 ３ 17.6％

宅建業者 ８５９ ７４１ １１８ 292万円 ６２６ 74.8％

小計 ８７６ ７５７ １１９ 290万円 ６２９ 73.7％

※８７６件のうち 共同住宅は売買戸数が１戸のもの（個人17件 宅建業者837件）のみを対象に集計

想定価値向上額別の件数価値が向上したと想定される６２９件の平均

※８７６件のうち、共同住宅は売買戸数が１戸のもの（個人17件、宅建業者837件）のみを対象に集計

142 144

96

100

150

平均 166万円
実売買価格 ………………………… １，９９６万円

リフォーム未実施の想定売買価格 … １，５１７万円

差額 ４７９万円

注） 「価値が向上したと想定される」ものとは、実際の売買価格から

84 76

44 43

96

50

リフォーム工事費用 ……………… ３１３万円

想定価値向上額 …………………… １６６万円

定 」 、実 買

リフォーム工事費用及びリフォームを実施しない場合の想定売買
価格を控除した額がゼロを上回るもののこと。

なお、共同住宅については、売買戸数が１戸のもののみ集計

0
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リフォームを実施することにより価値の向上等が図られた例②

• ヒアリングでは、各社が同様に、エリアの客層にあわせた個性を出すことが重要であり、新築や同じ地域内の他物件グ は、各社 同様 、 客層 個性 出す 重要 り、新築 同じ地域内 他物件
との差別化を図ることが必要である点を指摘しており、デザインに工夫をしている。

• リフォームの内容としては、水回りの設備機器を最新のものに交換したり、内装や外壁を行うものが多い。

アンケート調査：平成22年11月～12月にかけて実施
調査対象：平成21年12月～平成22年11月に売却したもの調査対象：平成21年12月～平成22年11月に売却したもの
中古住宅・リフォームトータルプラン検討会のために日経ＢＰ社において行ったもの（補助事業により公募・実施）

業者 物件 所在地 建築年
売却
価格

想定販
売価格

リフォー
ム費用

価値向
上額

リフォームの内容 セールスポイント等

Ａ社 マンション 名古屋市 1983 2,280 1,780 360 140
キッチン・風呂・トイレ・洗面を 新機器に
交換、クロス・タイルの貼り替え、照明器

外観が赤レンガであったため、アン
ティークなイメージで統一（デザイＡ社 マンション 名古屋市 1983 2,280 1,780 360 140 交換、クロス タイルの貼り替え、照明器

具・カラーモニターインターホンの交換
ティ クなイメ ジで統 （デザイ
ナーに依頼）

Ａ社 マンション 名古屋市 1976 1,650 1,050 450 150

キッチン・風呂・トイレ・洗面を 新機器に
交換、クロス・タイルの貼り替え、照明器
具・カラーモニターインターホンの交換、
和室→洋室

若年単身を想定し、エントランス壁
面を、間接照明を設置したアクセン
トとなる壁に（デザイナーに依頼）

デザ
Ａ社 戸建て 愛知県 1997 2,380 1,980 270 130

内装、トイレ（洗浄便座に交換）、畳表替
え

内装を暖色系カラーで統一（デザイ
ナーに依頼）

Ｂ社 マンション 東京 不明 3,900 2,900 600 400
IHクッキングヒーター・風呂・トイレ・洗面を

新機器に交換、床を無垢フローリング
に貼り替え

自然素材、 新の設備機器、天井
表しによる天井高の確保

事務所から住宅へのコンバージョン 収納を特注にする 間接照明を用い
Ｃ社 戸建て 名古屋市 1984 3,570 2,070 1,100 400

事務所から住宅へのコンバージョン
IHクッキングヒーター、風呂、トイレ、洗面
ユニットなど 新設備機器を設置

収納を特注にする、間接照明を用い
る、丸窓にするなど、個性を心がけ
たデザインとする

Ｄ社 マンション 大阪市 2002 3,280 － 136
直ちに
売却

外部デザイナーによる内装変更
メンテナンスのし易さ、健康な暮らし
の提供を図るため、自然素材（珪藻
土、無垢フローリング）を積極活用、無垢フ リング）を積極活用

Ｅ社 戸建て 山口県 1984 1,298 698 335 265
外壁・屋根の塗装、キッチン・風呂・トイ
レ・洗面の交換、クロス貼り替え、フローリ
ング上張り、庭木・物置の撤去

リビングにアクセントとなる柄入りの
壁紙を使用、フローリングを2，3色
交えるなどで個性を出す。外壁は必
ず塗装し直す。Ｅ社 戸建て 北九州市 1982 1,730 930 510 290

外壁・屋根の塗装、キッチン・風呂・トイ
レ・洗面の交換、クロス・床貼り替え、和
室 洋室

※「想定販売価格」は、リフォームを行わなかったとした場合に、事業者が売却可能と想定した額
※「価値向上額」は、売却価格から想定販売価格とリフォーム費用を控除した額

室→洋室

Ｆ社 マンション 新宿区 1981 2,500 1,700 300 500 住宅からＳＯＨＯ仕様に変更
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リフォームの担い手に関する課題（大工就業者数の推移）

1980年以降、大工就業者数は減少傾向にあり、また、職人の高齢化が進行している状況。

【大工就業者数の推移】

64 445 70 675

62,097852,745 868,450
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1,000,000
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123 449

734,088
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539 868600 000
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241 911

,
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197 328

195,007
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600,000

219,255
244,070

209 099

241,911

238,540

170,036 109,484
81,219

197,328
221,371

157,770

89,237

179,714

200,000

300,000

94,565
45,595 32,754 13,880 16,657 19,444 11,274 5,282

209,099

110,759 77,232 97,651 94,252
65,451

,
85,110

0

100,000

1970年 1975年 1980年 1985年 1990年 1995年 2000年 2005年

60歳以上 50～59歳 40～49歳 30～39歳 20～29歳 15～19歳 大工数

※ 2010年の大工就業数は、397,400人（速報値）

（資料）国勢調査（総務省） 45



リフォームに関する建築確認と施工者・設計者に対する規制

建 築 確 認 が 必 要 な リ フ ォ ー ム 工 事 （ 建 築 基 準 法 第 ６ 条 関 連 ）

１ 以下の住宅に いては 増改築又は大規模な修繕 模様替え（※１）に該当するリフ ム工事を行う場合に建１．以下の住宅については、増改築又は大規模な修繕・模様替え（※１）に該当するリフォーム工事を行う場合に建
築確認が必要

①木造で３以上の階数を有し、又は延べ面積が500㎡、高さが13m若しくは軒の高さが9mを超えるもの
②木造以外で２以上の階数を有し、又は延べ面積が200㎡を超えるもの

※１ 大規模の修繕・・・主要構造部の１種以上について行う過半の修繕工事 大規模の模様替え・・・主要構造部の１種以上について行う過半の模様替え※１ 大規模の修繕・・・主要構造部の１種以上について行う過半の修繕工事 大規模の模様替え・・・主要構造部の１種以上について行う過半の模様替え

２．以下の住宅（いわゆる四号建築物）については、増改築に該当するリフォーム工事（※２）を行う場合に建築確認
が必要

③特殊建築物を除いて、都市計画区域内などで、次のいずれかに該当する建築物
・ 木造建築物 2階建て以下 延面積500m²以下 高さ13m以下 軒高9m以下のもの

【施工者に対する規制】（建設業法第3条関連） 【設計者に対する規制】

・ 木造建築物、2階建て以下、延面積500m 以下、高さ13m以下、軒高9m以下のもの
・木造建築物以外の平屋で、かつ200㎡以下のもの

※２ 防火地域・準防火地域においては、全ての増改築工事、防火地域・準防火地域以外の地域においては、増改築に係る部分の床面積の合計が10㎡を超
える場合には、建築確認が必要

【施工者に対する規制】（建設業法第3条関連）

○ 以下の工事以外の工事を請け負うことを業とする者は、
国土交通大臣又は都道府県知事の許可を受けなければ
ならない。

【設計者に対する規制】
（建築士法第3条・同第3条の2・同第3条の3関連）

○ 木造住宅に係る100㎡以下等のリフォームの設計・工事
監理については、建築士でなくともよい。

① 建築一式工事（※）については、工事１件の請負代金の額が
1,500万円未満の工事又は延べ面積が150㎡未満の木造住宅
工事

② 建築一式工事以外の建設工事については、工事１件の請負②
代金の額が500万円未満の工事

※「建築一式工事」とは、総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を
建設する工事（補修、改造又は解体する工事を含む。）

建築確認が必要な工事であっても、木造住宅に係る100㎡以下等のリフォームの設計・工事監理については、建築士でなくて良く、
また、500万円未満の工事であれば、建設業許可も不要 （例：準防火地域で４号建築物の小規模な増築工事を行う場合。） 46


